
け
い
じ
ば
ん
（
お
知
ら
せ
、
募
集
）

日曜納税窓口

月　の　納　税

休日申請サポート

月中のひとの動き

本庁、各支所・出張所
マイナンバーカード
申請サポート実施中

2023.11 1415 2023.11

人口    96,531人(前月比±0)
　男　46,490人(同±0)
　女　 50,041人(同±0）
世帯　 45,648世帯（同＋33）
転入    237人 転出    193人
出生      62人 死亡    106人

11月26日㈰ 午前9時～午後１時
納税課（市役所2階 1番窓口）

（納期限：11月30日㈭）
11

（９月１日現在）

※９月26日現在の情報で
　す。中止・変更する場
　合があります。
　事前にご確認ください

      

11月26日㈰ 午前9時～正午　　
市民窓口課（市役所１階２番窓口）

☎32-2132

8

大規模改修工事のため、あば交流館(阿波)は休館します。
休館期間　９月11日㈪～令和６年３月末（予定）
※あば温泉は営業しています問地域づくり推進室☎32-2032

あば交流館
休館

とき　平日午前８時30分～午後
　５時15分
持ってくるもの　本人確認書類、
　通知カード

●国民健康保険料　　    第５期　　　　　  （普通徴収）
●後期高齢者医療保険料 第５期　　　　　  （普通徴収）
●介護保険料(普通徴収) 第６期

　
悩
み
を
持
つ
子
や
保
護
者
か
ら

の
相
談
に
応
じ
て
い
ま
す
。

と
き　
11
月
４
日
㈯
・
５
日
㈰
午

後
１
時
～
４
時
、
10
日
㈮
午
前

９
時
～
午
後
８
時

と
こ
ろ　
鶴
山
塾
（
小
田
中
）

問
鶴
山
塾
☎
22-

２
５
２
３

　
大
切
な
人
を
自
死
（
自
殺
）
で

亡
く
し
た
人
た
ち
が
、
自
己
の
体

験
を
語
り
合
う
こ
と
で
、
悲
し
み

や
苦
し
み
を
分
か
ち
合
う
会
で
す
。

と
き　
11
月
10
日
㈮
午
後
１
時
30

分
～
３
時

と
こ
ろ　
美
作
保
健
所（
椿
高
下
）

申
込
方
法　
電
話
で
申
し
込
む　

問
美
作
保
健
所
☎
23-

０
１
４
５

と
き　
11
月
16
日
㈭
受
付
＝
午
前

11
時
～
正
午

と
こ
ろ　
神
南
備
園
（
大
谷
）

相
談
内
容　
肢
体
不
自
由
、
聴
覚

障
害
に
関
す
る
こ
と

持
っ
て
く
る
も
の　
印
鑑
、
身
体

障
害
者
手
帳
、
使
用
中
の
補
装

具
申
込
方
法　
障
害
福
祉
課
に
直
接

申
し
込
む

締
め
切
り　
11
月
９
日
㈭

問
障
害
福
祉
課
（
市
役
所
１
階
10

番
窓
口
）
☎
32-

2
０
６
７
、

                     
 

32-

２
１
５
３

　
国
民
年
金
保
険
料
は
、
税
の
申

告
の
際
、
社
会
保
険
料
控
除
の
対

象
に
な
り
ま
す
。
日
本
年
金
機
構

か
ら
届
く
控
除
証
明
書
は
、
年
末

調
整
や
確
定
申
告
に
必
要
な
書
類

で
す
。

　
大
切
に
保
管
し
て
く
だ
さ
い
。

送
付
時
期

●
11
月
上
旬
＝
令
和
５
年
1
月
～

9
月
末
に
納
め
た
人

●
令
和
６
年
２
月
上
旬
＝
令
和
５

年
10
月
～
12
月
末
に
初
め
て
納

め
た
人

問
津
山
年
金
事
務
所
（
田
町
）

　
☎
31-

２
３
６
０

　
11
月
25
日
～
12
月
１
日
は
「
犯

罪
被
害
者
週
間
」
で
す
。
犯
罪
被

害
に
遭
っ
た
人
は
、
事
件
に
よ
る

傷
が
癒い

え
な
い
だ
け
で
な
く
、
周

囲
の
配
慮
を
欠
く
対
応
に
よ
る
二

次
被
害
に
も
苦
し
ん
で
い
ま
す
。

　
犯
罪
被
害
へ
の
理
解
を
深
め
る

た
め
、
美
作
大
学
社
会
福
祉
学
科 

犯
罪
被
害
者
支
援
研
究
室
に
よ
る

パ
ネ
ル
展
を
行
い
ま
す
。

と
き　
11
月
27
日
㈪
～
12
月
１
日

㈮
と
こ
ろ　

市
役
所
１
階
市
民
ロ

ビ
ー

問
環
境
生
活
課
☎
32-

2
０
５
６

　
わ
な
や
猟
銃
を
使
っ
た
狩
猟
が

解
禁
に
な
り
ま
す
。
事
故
を
防
ぐ

た
め
、
入
山
者
は
目
立
つ
服
装
を

し
ま
し
ょ
う
。

　
狩
猟
者
は
ル
ー
ル
や
マ
ナ
ー
を

守
り
、
安
全
管
理
に
十
分
注
意
し

て
く
だ
さ
い
。

狩
猟
期
間　
11
月
15
日
㈬
～
令
和

６
年
２
月
15
日
㈭

※
イ
ノ
シ
シ
と
シ
カ
は
、
３
月
15

日
㈮
ま
で

問
森
林
課
☎
32ｰ

２
０
７
８
、
各

支
所
・
出
張
所
、
美
作
県
民
局

森
林
企
画
課
☎
23-

１
３
８
４

お
知
ら
せ

　
夫
や
パ
ー
ト
ナ
ー
か
ら
の
Ｄ
Ｖ

な
ど
に
悩
ん
で
い
る
人
は
、
一
人

で
悩
ま
ず
ご
相

談
く
だ
さ
い
。

　
秘
密
は
厳
守

し
ま
す
。

問
津
山
配
偶
者
暴
力
相
談
支
援
セ

ン
タ
ー
☎
31-

2
５
５
２

　　
Ｂ
型
肝
炎
ウ
イ
ル
ス
感
染
被
害

者
が
、
国
か
ら
の
給
付
金
支
払
い

な
ど
の
救
済
を
受
け
る
た
め
の
手

続
き
に
つ
い
て
の
説
明
会
で
す
。

と
き　
11
月
11
日
㈯
午
後
１
時
30

地
域
保
健
班
☎
23-

０
１
４
８

　
パ
ソ
コ
ン
ワ
ー
ク
初
級
科
15
人

訓
練
期
間　
令
和
６
年
１
月
５
日

㈮
～
４
月
４
日
㈭

訓
練
場
所　
津
山
圏
域
雇
用
労
働

セ
ン
タ
ー
（
山
下
）

対
象　
求
職
中
の
人

受
講
料　
無
料
（
教
材
費
な
ど
は

別
途
必
要
）

申
込
方
法　

最
寄
り
の
ハ
ロ
ー

ワ
ー
ク
に
相
談
し
、
申
し
込
む

募
集
期
間　
11
月
６
日
㈪
～
12
月

分
～
２
時

と
こ
ろ　
津
山
商
工
会
館（
山
下
）

問
全
国
Ｂ
型
肝
炎
訴
訟
広
島
弁
護

団
事
務
局
（
広
島
県
）
☎
０
１

　
２
０-

１
０-

６
５
８
９

　
２
人
以
上
の
人
が
利
用
す
る
す

べ
て
の
施
設
は
、
法
律
上
、
原
則

屋
内
禁
煙
で
す
。
ま
た
、
屋
内
で

喫
煙
を
選
択
で
き
る
場
所
は
、
20

歳
未
満
の
立
入
禁
止
や
標
示
義
務

な
ど
の
決
ま
り
が
あ
り
ま
す
。
い

ま
一
度
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

問
受
動
喫
煙
対
策
コ
ー
ル
セ
ン

タ
ー
☎
０
１
２
０-

２
５
１-

２
６
２
、
美
作
保
健
所
保
健
課

６
日
㈬

問
北
部
高
等
技
術
専
門
校（
川
崎
）　

☎
26-

１
１
２
５

　　
津
山
地
域
で
の
ア
ス
パ
ラ
ガ
ス

栽
培
は
、
県
内
２
番
目
の
規
模
で

す
。
初
心
者
向
け
の
講
習
会
も
開

催
し
て
い
ま
す
。
詳
し
く
は
、
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

ア
ス
パ
ラ
ガ
ス
の
魅
力

●
軽
量
品
目
の
た
め
女
性
や
高
齢

者
も
取
り
組
み
や
す
い

●
販
売
単
価
が
安
定
し
て
い
る

●
一
度
植
え
る
と
10
年
程
度
栽
培

で
き
る

問
美
作
広
域
農
業
普
及
指
導
セ
ン

タ
ー（
山
下
）☎
23-

１
５
２
５

お
知
ら
せ

募
　
　
集

そ
の
ほ
か
の
相
談
は
、
21
ペ
ー
ジ

に
掲
載
し
て
い
ま
す

犯
罪
被
害
者
支
援
パ
ネ
ル
展

社
会
保
険
料（
国
民
年
金
保
険
料
）

控
除
証
明
書
の
送
付

狩
猟
期
間
が
始
ま
り
ま
す

ご
存
じ
で
す
か
？
望
ま
な
い
受

動
喫
煙
防
止
の
た
め
の
法
律

ア
ス
パ
ラ
ガ
ス
新
規
生
産
者
募
集

鶴
山
塾 

休
日
・
延
長
相
談

わ
か
ち
あ
い
の
会

11
月
12
日
～
25
日
は
「
女
性
に
対

す
る
暴
力
を
な
く
す
」
運
動
期
間

12 月４日～ 10日は人権週間
■人権を考える市民のつどい
　人権メッセージとポスターの表彰式、人権ア
トラクション、人権講演会を行います。
とき　11 月 26 日㈰午後１時～ 3 時 15 分
ところ　グリーン

ヒルズ津山リー
ジョンセンター

（大田）

※手話通訳・要約
筆記あり

■第 75回人権週間津山市児童生徒ポスター展
とき　12 月２日㈯～ 11 日㈪
ところ　市立図書館前ホール（アルネ・津山４階）

■人権週間特設なやみごと相談所
とき　12 月７日㈭午前 10 時～午後３時
ところ　津山男女共同参画センター「さん・さん」
（アルネ・津山５階）

■問人権啓発課 ☎ 31-0088

就学援助学用品費の支給について
　経済的な理由で小・中学校に就学することが困
難な子どもの保護者に、新入学に必要なランドセ
ルや制服などの購入費を、入学前に支給します。
対象　令和６年４月に小学校または中学校に入

学する予定の子どもの保護者
主な認定要件
●住民税が非課税または均等割のみ課税されて
いる
●国民年金の保険料が全額免除されている
●児童扶養手当を受給している　など
申請方法
●小学校新１年生＝学校教育課の窓口で申請
●中学校新１年生＝現在、就学援助を受けてい

る人は申請不要。新たに就学援助の支給を希
望する人は、子どもが在籍している小学校で
申請
持ってくるもの　印鑑、通帳など振込先口座が

分かるもの、児童扶養手当証書の写し（児童
扶養手当を受給している人）、令和５年度所得
課税証明書（令和５年１月１日時点で津山市
外に住んでいた人）
締め切り　12 月 22 日㈮
※詳しくは市ホームページをご覧い
　ただくか、お問い合わせください

■問学校教育課（市役所４階）☎ 32-2116

飼い犬が亡くなったときは届け出を
届出方法　ＱＲから電子申請をするか、環

境生活課に連絡する
※市内での住所変更、

飼い主の変更など
の申請もＱＲから
できます

■問環境生活課（市役所１階１番窓口）☎ 32-2055

北
部
高
等
技
術
専
門
校

訓
練
生
募
集

身
体
障
害
者
巡
回
更
正
相
談

Ｂ
型
肝
炎
訴
訟
説
明
会

３つの行動でプラスチックを削減
えらぶ
買い物は環境に配慮し
た製品を選びましょう

減らす
不要なプラスチックの
提供は断りましょう

リサイクル
プラマークのある容器
包装は分別しましょう

■問環境事業課 ☎ 32-2203

登録変更届

死亡届

人権講演会
「多様な性と生き方の尊重
～LGBTの生きづらさと、
あなたの生きづらさ～」
講師　仲岡しゅんさん
　（弁護士）


